
開催回 開催日時 審議事項

第１回（済み）
平成２２年４月２８日（水）
１７：００～１９：００

○地方消費者行政専門調査会の進め方について
○地方消費者行政に関わる制度的枠組み（消費者基本法・消費者安全法、予算措置等）について

第２回（済み）
平成２２年５月２０日（木）
１４：００～１６：００

○地方消費者行政の現状と課題について

第３回
平成２２年６月１５日（火）
１０：００～１２：００

第４回
平成２２年７月２８（水）
１０：００～１２：００

第５回
平成２２年８月３０日（月）
１５：００～１７：００

第６回
平成２２年９月１４日（火）
１６：００～１８：００

第７回 １０月

第８回 １１月

第９回 １２月

第１０回 １月

第１１回 ２月 ○提言案の取りまとめ→消費者委員会へ報告

第１２回 ３月 ○消費者委員会として提言へ

消費者委員会　地方消費者行政専門調査会　今後のスケジュール（案）について

※論点１．消費者行政における国と地方の役割分担のあり方（→各論点の検討の中でも適宜議論いただく）
（１）地方の消費者行政に対して国はどのように関与することが適切か（地方自治、地方分権と消費者行政）。
（２）地方消費者行政を支える財政基盤はどうあるべきか。
　　①これまでの国会審議の経過を踏まえ、考え方を整理すべきではないか（地方財政法の改正の議論を含む。）。
　　②地方消費者行政活性化基金の期限後である平成24年度以降の財政支援はどうあるべきか。

論点２．国と地方のネットワークのあり方
　（１）消費生活センター・消費生活相談窓口の整備をどのように進めるか。
　　　①市町村がそれぞれに対応するのか、広域対応とするのか。
　　　②消費生活センター、相談窓口の設置基準（最低水準のガイドライン）を
　　　　　設けることの是非、設けるとしたらどのようなものか。
　（２）地方自治体相互のネットワーク（隣接県のブロック、県と市町村、近隣市町村相互間）を
        どのようにしたらよいか。
　（３）国民生活センターはネットワークの機能向上にどのような役割を果たすべきか。

論点３．消費生活相談員制度及び相談員への支援のあり方
  （１）国や地方自治体による相談員、相談体制への支援はどうあるべきか（特に情報提供、
       研修、専門家による支援、相談員の資格などのあり方）。
  （２）相談員の処遇は、多様な選択肢の提示を含め、どのように改善したらよいか。
  （３）国民生活センターによる相談員の教育・研修・支援はどうあるべきか。

論点４．情報（相談情報・事故情報を含む。）の収集・分析及び情報提供のあり方
  （１）情報の収集体制をどのように充実させるか（ＰＩＯ-ＮＥＴなどの設置・活用のあり方を含む。）。
  （２）情報の適切な分析のシステムはどうあるべきか。
  （３）収集・分析された情報を消費者に迅速・適切に提供するためにどうすべきか。

論点５．商品テストの位置づけ・各機関のあり方
  （１）商品テストにはどのような機能が求められるか（商品比較テスト、原因究明テスト、
　　　 自主テスト等）。
  （２）地方消費者行政施策の中にテスト機能をどう位置づけるのか。
  （３）国民生活センターや製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）などのテスト機能をどう活用するか。
  （４）テスト機関相互の連携・役割分担をどう考えるか。

論点６．地方自治体による法執行のあり方
  （１）国による法執行と地方自治体による法執行、条例との関係をどのように組み立てるか。
       （地方自治との関係を含め整理）
  （２）特定商取引法や景品表示法等を都道府県あるいは連携して適切・迅速に執行していく
       ためにどのような体制づくりが必要か。
  （３）国の機関との連携・協力体制はどうあるべきか。
  （４）法執行関連の研修の充実をどう図るか。

論点７．行政と消費者、事業者などの協働及び消費者の声を政策決定などに反映させる
           システム構築のあり方
  （１）地方自治体と消費者団体、事業者団体及び各種専門家・研究機関との連携協力体制
       をどう構築するか。
  （２）地方自治体と消費者被害の情報収集、啓発などを行う消費者団体との連携や、
       地方自治体による支援をどう進めるか。
  （３）消費者及び高齢者、障害者、子どもなど社会的弱者の声を地方自治体の消費者行政
       に反映させるシステムをどうするか。
  （４）地方消費者行政の基盤として消費者の自立を支援するための消費者教育、啓発
       をどう進めるか。
論点８．地方消費者行政の充実強化に向けた組織体制と人材育成のあり方
  （１）地方の消費者行政を推進する体制をどのように組織するか。
  （２）消費者行政に携わる行政官の人材育成及び意欲喚起をどうするか。

相談ネットワークの強化

情報ネットワークの強化

関係法執行の強化

基盤・環境の整備

○中間整理の上、論点１（※）を議論。消費者委員会への報告
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